
恵庭市文化事業派遣費補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、全国大会等 (国民文化祭及び北海道大会を含む。以下同じ。) に派遣又

は出場 (以下「派遣」という。) する団体又は個人に対して交付する恵庭市文化事業派遣費

補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、恵庭市補助金等交付規則(平成１２年規則

第８号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、文

化の振興を図ることを目的とする。

 （補助の対象）

第２条 補助金の交付は、市内で活動する団体又は市内に住所を有する個人（市内在校生を含

む。以下同じ。）を全国大会等に派遣する場合に行う。

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた年度に団体又は個人が別の全国大会等に

派遣した場合における補助金の交付は、１回までとする。ただし、異なる規模の全国大会等

に出場する場合は、この限りでない。

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、別表に定めるところによる。

（補助金の交付申請）

第４条 規則第４条第１項の規定により補助金等交付申請書を市長に提出する場合は、次に掲

げる書類を添付するものとする。

(1) 参加者名簿（別記様式）

(2)  大会要綱 

  （補助金の交付手続）

第５条 交付決定した補助金は、概算額を交付するものとし、規則第５条の規定により補助金

等交付決定通知書を受けた者は、速やかに規則第１１条第２項の規定により補助金等概算額

交付申請書を市長に提出しなければならない。

（補助金概算額の交付の時期）

第６条 市長は、補助金概算額の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助

金を交付すべきと認めたときは、速やかに概算額を交付するものとする。



（実績報告書の提出）

第７条 補助金の交付を受けた者は、派遣が終了したときは、速やかに規則第９条の規定によ

る補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

 ２ 前項の補助事業等実績報告書には、参加者名簿を添付するものとする。

（補助金の交付決定の取消し及び返還）

第８条 市長は、補助金の交付を受けた団体又は個人が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずること

ができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 申請に反する事実があったとき。

（補則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

この要綱は、平成２５年７月１６日から実施する。

この要綱は、平成２９年６月１日から実施する。



別表（第３条関係）

恵庭市文化事業派遣費補助金交付基準

補助の対象
補助金の額

個    人 団    体

○全国大会等(国民文化祭を含む。) 
 権威ある大会で、原則として北海道

大会を経て出場する団体及び個人

1 人につき１万円 1 人につき 1 万円

○北海道大会

 石狩管内予選等を経て出場する団

体及び個人

1 人につき 5,000 円 1 人につき 5,000 円

○その他市長が特に認めた場合 1 人につき

5,000 円～１万円

1 人につき

5,000 円～１万円

備考

１ 北海道内で開催される全国大会等については、北海道大会に準じる。

２ 全国大会等及び北海道大会に児童･生徒が参加する場合は、引率者 1 名を認める。

ただし、団体の場合は、引率者を含め 20 名までとする。


